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横浜市政の推進につきまして、平素から御高配、御協力をいただき、深く

感謝申し上げます。 

昨年の本市提案･要望について、格段の御配慮をいただきましたおかげで、

保育所待機児童数を減らすことができました。また、国際コンテナ戦略港湾

やスマートシティプロジェクトの選定により、地域経済の活性化に向け取組

を進めているところです。 

我が国は、東日本大震災の影響から一日も早く立ち直らなければなりませ

ん。経済の活性化、環境問題やグローバル化への対応などの課題に、スピー

ド感をもって果敢に挑戦するためには、今こそ、基礎自治体としてのきめ細

かなサービス提供と、国をも牽引するダイナミックな経済活動を生み出すこ

とができる大都市がその力を発揮するときです。 

そのためにも、縦割りを排し、総合的な都市づくりを進めるための「総合

特区」への指定はぜひとも必要です。さらに、その力をより効果的、効率的

に発揮するための新たな大都市制度の創設に向けて、御協力をお願いするも

のです。 

 日本全体を牽引していく大都市自治体としての役割と責任を十分に果たし

ていく覚悟を十分御理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

 

  平成 23 年６月 



提 案 ・ 要 望 事 項 

 

＜内閣官房＞ 

総合特区（国際戦略総合特区）制度による 

さらなる国際競争力の強化……………………………………………………１ 

 

 

低炭素で安全・安心なスマートシティ構築の加速化に向けた、 

環境未来都市への選定…………………………………………………………３ 

 

 

＜内閣官房、国土交通省＞ 

横浜都心臨海部における国際競争力強化に向けた拠点整備の推進………５ 

 

 

＜内閣府、総務省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省＞ 

新たな大都市制度の創設、 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進………………………７ 

 

 

 

＜内閣府、財務省、厚生労働省＞ 

保育所待機児童解消に向けた制度の拡充……………………………………９ 

 

 

＜内閣府、厚生労働省＞ 

困難を抱える若者の就労に向けた支援の充実………………………………11 

 

 

＜財務省、防衛省＞ 

市内米軍施設の返還と跡地利用への支援等…………………………………13 

 

 

 



  
 
 

 

＜厚生労働省＞ 

生活保護制度の抜本的な見直しの実施………………………………………15 

 

 

 

国民健康保険制度改革における抜本的な見直しの実施……………………17 

 

 

 

介護保険制度に係る改善………………………………………………………19 

 

 

 

＜経済産業省＞ 

京浜臨海部におけるライフサイエンス分野の国際競争拠点の形成………21 

 

 

＜国土交通省＞ 

国際コンテナ戦略港湾である横浜港の国際競争力強化と 

幹線道路網の整備の推進………………………………………………………23 

 

 

 

羽田空港の更なる国際化の推進………………………………………………27 

 

 

 

緑の総量の維持・向上に向けた一層の制度拡充……………………………29 

 

 



1 

総合特区（国際戦略総合特区）制度による   

さらなる国際競争力の強化（内閣官房） 

【提案内容】 

【提案の背景】  

横浜が持つポテンシャルを最大限活用し、公民連携・広域連携のもと成

長産業・最先端技術の集積を図り、国際競争力を高めることが最重要課題

となっています。 

このため、以下の本市提案のプロジェクトを国際戦略総合特区として指

定することを要望します。 

 

 

「京浜臨海部におけるライフサイエンス分野の国際競争拠点形成」 

・当該地域は、ライフサイエンス分野の企業・研究機関等が高密度に集

積し、かつ、羽田空港に近接する開発拠点です。 

・理化学研究所横浜研究所や横浜市立大学、横浜バイオ医薬品研究開発

センターなど、最先端の研究開発基盤が揃っており、基礎から応用に

わたる幅広い研究が行われています。 

 

 
「アジア・グローバルシティ」 

（横浜都心臨海部における国際競争力強化に向けた拠点整備） 

・当該地域は、羽田空港や横浜港に近接する国際拠点であり、都市のブ

ランド力の高さや国際的な文化交流の実績など、国際競争の観点で優

位性があります。 

・規制緩和や税の減免措置、拠点整備などの重点投資を行うことにより、

更なる国際競争力の強化を図ることが必要となっています。 

我が国の経済成長のエンジンとなる産業・機能の集積拠点の

形成を図るため、本市提案のプロジェクトを、国際戦略総合特

区として指定 
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提案の担当／政策局政策部政策課担当課長     鵜澤 聡明 ℡ 045-671-4202 

経済局成長戦略推進部新産業振興課長 立石 建  ℡ 045-671-2574 

都市整備局企画部企画課長      鈴木 健一 ℡ 045-671-2005 

港湾局港湾経営部戦略港湾担当課長  大濱 宏之 ℡ 045-671-2873 

「京浜港国際コンテナ戦略港湾」 

・横浜港をはじめとする京浜港の国際競争力を強化するため、「釜山港等

に対峙する国際拠点港湾」の実現に向けて、取組を進めています。 

・我が国最大のコンテナ取扱量を有するとともに、質・量ともに充実し

た港湾物流施設の集積、迅速で質の高い荷役の提供、充実した航路網

など、京浜港の優位性（強み）を活かし、更なる国際競争力を強化し

ていく必要があります。 

 

 本市の国際戦略総合特区の提案                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

京浜臨海部における 

ライフサイエンス分野の国際競争拠点形成 
【神奈川県・川崎市 共同提案】 

・再生医療・がん医療・予防医学の３分野を柱に、研究開発

から実用化までを一貫して行える拠点を形成 

・末広拠点（横浜サイエンスフロンティア：理化学研究所・

横浜市立大学鶴見キャンパス・横浜バイオ医薬品研究開発

センター・木原記念横浜生命科学振興財団） 

・みなとみらい地区（バイオジャパン・メドテックイベント）

・福浦拠点（横浜市立大学医学部・附属病院、先端医科学研

究センター） 

 

アジア・グローバルシティ 
（横浜都心臨海部における国際競争力強化に向けた拠点整備） 

・横浜駅周辺地区、みなとみらい２１地区、北仲通地区における

再開発等の大型プロジェクト 

・アジアにおけるビジネス・イノベーションの拠点として、グロ

ーバル企業のアジア本社機能や研究開発拠点等の誘致 

・国際コンベンション施設の拡充 など 

 

 

 

横浜市立大学 

京浜港国際コンテナ戦略港湾 

【東京都・川崎市・(財)横浜港埠頭公社・東京港埠頭(株) 共同提案】 

・釜山港等に対峙する国際拠点港湾の実現、航路特性を活かした国

際ハブポートの実現 
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低炭素で安全・安心なスマートシティ構築の加速

化に向けた、環境未来都市への選定（内閣官房）     

【提案内容】 

【提案の背景】  

・ 本市は「横浜スマートシティプロジェクト」を通じ、地域内の再生可能

エネルギーを最大限活用しながら、生活の快適性を保ちつつ省エネを促

進するスマートグリッドの構築を進めています。 

・ 地域内のみならず、地域間のエネルギーの相互融通の実現を目指す点は、

横浜独自の取組であり、危機発生時でもライフラインの途切れないまち

づくりに貢献するとともに、エネルギーを通じた相互扶助による社会的

連帯感の醸成も期待できます。 

・ 東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故は、１企業が発電

から送電、配電までを一貫して担ってきたことに課題を提起し、分散型

でかつ、低炭素な電源である再生可能エネルギーの大量導入の重要性に

改めて脚光を当てました。さらに、資源に乏しい我が国において、今後

エネルギーを安定供給するためには、将来にわたっての消費者・供給者

双方でのエネルギー使用の効率化が必須です。 

・ これらに先行着手する本市を「環境未来都市」へ選定することで、規制・

制度改革を含めた支援策や関連予算の集中により、民間事業者及び消費

者の積極的参画が促され、環境・安全・エネルギーの自立が三位一体と

なったスマートシティのモデルを早期に確立できます。そして、海外都

市への国際技術協力として展開することに加え、この技術を東日本大震

災からの復興へ活用することが、わが国の新たな成長に道筋をつける上

でも重要です。 

再生可能エネルギーの大量導入を支え、危機発生時にも地域に

おけるエネルギーの安定供給を担保できるスマートグリッド

の開発及び普及を加速化するため、「横浜スマートシティ

プロジェクト」を推進する本市を、環境未来都市として指定 
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提案の担当／温暖化対策統括本部企画担当課長 林 総 ℡ 045-671-2683 
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横浜都心臨海部における国際競争力強化に向け

た拠点整備の推進（内閣官房、国土交通省）     

【提案内容】 

【提案の背景】 

・ 国際都市横浜の都心臨海部は、横浜駅周辺地区、みなとみらい２１地区、北仲

通地区等で構成されており、他都市の地域と比較して、都市のブランド力の高

さや国際的な文化交流の実績など、国際競争という観点での優位性があります。 

・ 当地域では、エキサイトよこはま２２や、みなとみらい２１地区・北仲通地区

における再開発等の大型プロジェクトが進行しており、羽田空港の国際化や横

浜港のハブポート化を活かした国際競争力強化に取り組んでいるところですが、

更に、スピードを上げ、効果を高める集中的な支援や制度創設が必要です。 

・ そのため、当地域を、国の新成長戦略の一環として、都市再生特別措置法の改

正により、大都市の国際競争力の強化を図ることを目的として創設された「特

定都市再生緊急整備地域」に指定することを要望します。 

・ また、指定された地域内における都市拠点インフラ整備を重点支援する「国際

競争拠点都市整備事業」が創設されたところですが、当該事業については、国

際コンベンション施設の機能強化や防災機能の強化など、国際競争力強化に繋

がる様々な事業に活用可能な制度とすることを要望します。 

 

 ※ 当地域については、国際戦略総合特区へも「アジア・グローバルシティ」として提案を予定して

おり、それぞれの制度を効果的に活用することにより、国際競争力の向上を図っていきます。 

１ 横浜都心臨海部についての、「特定都市再生緊急整備地域」への

指定 

２ 「国際競争拠点都市整備事業」について、国際コンベンション

施設の機能強化等、国際競争力強化に繋がる様々な事業に活用

可能な制度の構築 
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当地域で今後予定されているプロジェクト一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案の担当／都市整備局企画部企画課長 鈴木 健一 ℡ 045-671-2005 

■主要プロジェクト 
横浜駅周辺地区 
・エキサイトよこはま２２ 
  （仮称）横浜駅西口駅ビル計画 
  治水安全度向上に向けた橋梁架け替え（鶴屋橋等） 
  都市計画道路の整備（栄本町線支線１号線等）   等 

  
みなとみらい２１地区等 
 ・横浜野村ビル（仮称）…４６街区 
 ・（仮称）ＭＭ２１地区 ３４街区商業施設開発計画…３４街区 
・パシフィコ横浜の機能強化 

 ・東横線跡地整備（横浜駅～桜木町駅） 
 ・コミュニティサイクル（横浜駅周辺地区～みなとみらい２１地区～関内地区等）
・横浜スマートシティプロジェクト 

 
北仲通地区 
 ・北仲通地区再開発 
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新たな大都市制度の創設、地域の自主性及び自立性を高めるための

改革の推進（内閣府、総務省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省） 
【提案内容】 

１ 大都市が果たしている役割にふさわしい総合的・一体的・

主体的な大都市経営を行うことが可能となる、広域自治体か

ら独立した新たな大都市制度の創設 

２ 基礎自治体である指定都市への事務・権限移譲の一層の推進

による国及び道府県との重複行政の解消と、指定都市の自主

財源の充実強化 

【提案の背景】 

・ 現行の地方自治制度においては、大都市であっても、基本的に一般市と

同じ枠組みの中で一部特例的な扱いがされているにすぎません。大都市

が果たしている役割に対して不十分な税財源措置、依然として多く残る

国や道府県の関与など制度的な限界により、大都市が有する高い行財政

能力が存分に発揮できていません。そこで、本市及び指定都市市長会が

提案する新たな大都市制度（特別自治市）の創設に向けた具体的検討と本

市など大都市の意見を十分に聴取することを要望します。 

・ 本市をはじめとした指定都市は、周辺地域も含めた広域的な行政サービス

を提供するとともに、福祉・医療施策など大都市特有の行政需要に効率的・

効果的に対応することが求められています。総合的で一元的なサービス提

供のため、国（ハローワークの職業紹介事務など）や道府県がもつ事務・権限

（私立幼稚園の認可権限や都市計画決定権限など）の指定都市への移譲を

一層推進し、国や県との重複行政を解消する必要があります。 

・ 国、県と大都市である指定都市との関係では、現在でも仕事量に見合った

税財源配分となっていないという課題があり、新たな大都市制度の創設や、

国や道府県から指定都市への権限移譲にあわせて、抜本的な税源移譲を実

現し、指定都市の自主財源を充実強化することは不可欠です。なお、それ

が実現するまでの間は、法定率引上げ等による必要な地方交付税総額の確

保や、より自由度が高い地域自主戦略交付金が安定的に確保されることを

要望します。 
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（１）新たな大都市制度創設の基本的考え方＜基本的方向性＞（平成 22 年５月策定） 

 【新たな大都市制度提案の基本的枠組み】 

① 広域自治体から独立した、総合性と自立性の高い自治体 

 ② 水平的・対等な連携協力を基本とする広域行政 

 ③ 役割・仕事量に見合った公平な税制 

 ④ 住民自治機能の拡充、市民主体の地域運営・課題解決 

（２）指定都市への事務・権限移譲、重複行政の解消 
ア ハローワーク（国の出先機関）の事務・権限の指定都市への移譲 

 

 

 

 

※『アクション・プラン（ハローワーク関係）に記載の「一体的実施」に係る提案』を 

平成 23年 3月提出済 

イ 私立幼稚園の認可権限等の指定都市への移譲 

 

 

   

 

 

 

 

ウ 都市計画の決定権限の指定都市への移譲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）指定都市の自主財源の充実強化 

 

 

 

 
 

 
 

一体化 

提案の担当／政策局大都市制度推進室大都市制度推進課長 橘田 誠  ℡ 045-671-4323 

      財政局財政部財源課長           上野 圭介 ℡ 045-671-2185 

私立幼稚園の認可権限、運営指導権限、補助金（国庫補助対象）交付権限の県か

ら指定都市への移譲（保育行政との一体化） 

幼児教育行政(県) 幼児教育行政  
    ＋ （市）

保育行政 
保育行政(市) 

地域の自主性及び自立性を高める

た め の 改 革 の 趣 旨 に 則 し た

指 定 都 市 の 自 主 財 源 の 充 実 強 化

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の決定権限、区域区分の決定権限の国・

県から指定都市への移譲 

都市計画区域の 
整備、開発及び 
保全の方針 

区域区分 

＜法改正案＞ 

道府県決定 

大臣同意 

 

指定都市決定 

大臣同意 

 

＜提案＞ 

 

指定都市決定 

大臣同意不要 

一体化 

職業紹介、求人開拓等（国）

生活保護者等自立支援などの
福祉サービス等(市) 

求職中の市民に対し
総合的一体的な 

サービス提供 （市）

（（税税源源移移譲譲がが実実現現すするるままででのの間間））  
・・法法定定率率引引上上げげ等等にによよるる必必要要なな地地方方交交付付税税総総額額のの確確保保  
・・よよりり自自由由度度がが高高いい地地域域自自主主戦戦略略交交付付金金のの安安定定的的確確保保  

偏偏在在性性のの低低いい消消費費税税等等かからら事事務務・・権権限限にに見見合合っったた税税源源移移譲譲  
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保育所待機児童解消に向けた制度の拡充    

（内閣府、財務省、厚生労働省） 
【提案内容】 

保育所待機児童の解消に向けた、地方自治体の意見を十分に 

反映した制度設計の早期実現と、「安心こども基金」と同等の

財政措置の継続 

【提案の背景】 

・「国と自治体が一体となって取り組む待機児童解消『先取り』プロジェクト

基本構想（平成 22 年 11 月 29 日）」で示されている「場所」の確保、「人材」

の確保施策として、保育所整備等のための土地・建物の確保に向けた更な

る支援や保育を担う潜在的な人材の掘り起しに向けた支援メニューの具体

化を要望します。 

・また、「子ども・子育てビジョン」では、「３歳未満児の公的保育サービス

の提供割合」の目標を 26 年度までに 35％と掲げていますが、横浜市では、

現在の待機児童の解消に加えて、潜在的な保育需要も見越したさらなる保

育環境の整備が必要な状況です。 

・本市では、市有地を活用した保育所整備を進めていますが、保育所に適し

た土地を選定するのが困難な状況です。昨年、定期借地権を利用した国有

地の有償貸付制度が実現しましたが、特に大都市においては、用地確保に

係る経費も高額となることから、国有地貸付制度の無償化を要望します。 

・このように、地域の実情に応じた効果的な施策を迅速に展開できるよう、

運用にあたっては、指定都市をはじめとする地方自治体の意見を十分に反

映した柔軟な制度設計を早期に行うことを要望します。 

・現在、保育所待機児童の解消に向けた各事業の財源として時限的に措置さ

れている「安心こども基金」を活用していますが、24 年度以降も、この基

金と同等の財政措置の継続を要望します。 
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・さらに、子ども・子育て新システムの制度設計に当たっては、確実な移行

策とともに、必要な財源の確保について、指定都市をはじめとする地方自

治体と十分に協議を行うことを要望します。 

 

「国と自治体が一体となって取り組む待機児童解消 
『先取り』プロジェクト基本構想（H22.11.29）」 

（現状フレーム） 
 

(1)既存の制度に縛られない 
「多様で柔軟な保育サービス」の確保   

 
 ○家庭的保育の拡充 

 ○認定こども園の普及促進等 

 ○最低基準を満たす認可外保育施設への公費助成 

 
(2)「場所」の確保                         
 

○賃貸物件の活用 

 対象：地域の余裕スペース（学校、公営住宅、公民館、 

公有地等）、30 名までの小規模な保育所整備 

補助年数：単年度 

 

 ○既存のビルの空きスペース等の活用（認可保育所の 

屋外階段設置基準の緩和） 

  ・条例化の予定だが、基準緩和の範囲が未定。  

 

 

(3)「人材」の確保                        
  
○保育を担う潜在的な人材の掘り起し・再教育 

  ・具体的な内容は示されていない。 

 

 

 

地方自治体の意見を十分に反映した制度設計 

提案の担当／こども青少年局緊急保育対策室緊急保育対策課長 伊東 裕子 ℡045-671-3955 

補助対象に、 

民有物件を含め、 

30 人以上の保育所

整備にまで拡大。 

補助年数を 

10 年程度の複数年

へ拡大。 

(要望内容) 

参酌すべき基準とし

ての位置づけへ。 

国と自治体の役割

を活かした人材確

保・育成プログラム

を推進できる制度

創設を。 
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困難を抱える若者の就労に向けた支援の充実

（内閣府、厚生労働省） 

【提案内容】 

【提案の背景】  

・ 若年者の雇用情勢が依然と厳しい状況の中で、東日本大震災が起こり、

首都圏においても地域経済が深刻なダメージを受ける中で、若者の雇用

創出と就労に向けた支援が喫緊の課題となっています。 

・ 本市でも平成 18年に「よこはま若者サポートステーション」を開設する

など、若者の抱える状態や課題に応じて相談支援機関を設置し、支援プ

ログラムを展開してきました。そして、このような支援機関やプログラ

ムを相互に結びつけることで、最終目標である就労まで切れ目無く、総

合的に支援する仕組みとして「よこはま型キャリア・ラダー」を形成し

ています。また中退者や卒業後の進路が不安定な生徒を多く抱える高校

と連携した「進路選択支援」の取組も始めています。これらの支援プロ

グラムは、「ふるさと雇用再生基金」など国からの財政措置を活用して

実施しています。 

・ また 22年度からは、複合的な困難を抱える若者を個別的かつ継続的に支

援するための「パーソナル・サポート・サービス」のモデル事業を国か

らの財政措置（緊急雇用基金）を活用して実施しています。 

・ このように、困難を抱える若者に対して自治体が総合的に就労を支援す

る仕組みを展開できるよう国の継続的な財政措置と、パーソナル・    

サポート・サービス・モデル事業の継続実施を求めます。 

１ 地方自治体が困難を抱える若者の総合的な就労支援

メニューを構築するための財政措置 

２ 困難を抱える若者に向けたパーソナル・サポート・

サービス・モデル事業の継続実施    



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案の担当／こども青少年局青少年部青少年育成課長 日比野 政芳 ℡ 045-671-2297 
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市内米軍施設の返還と跡地利用への支援等 

（財務省、防衛省） 

【提案内容】 

【提案の背景】 

・ 横浜市内には、他の大都市には例を見ない米軍施設（約 470 ヘクタール）

が存在し、都市づくりを進める上での大きな障害となっています。 

・ 戦後の接収以降、横浜市民は多大な負担を被ってきており、これまでの

経緯を踏まえ、返還によるメリットが市民にもたらされるよう、公共公

益的な利用の促進や国有地の処分条件の配慮、財政的な支援が求められ

ています。 

１ 市内米軍施設・区域の早期全面返還 

 (1) 返還方針が合意されている４施設・区域の早期返還 

(2)  瑞穂ふ頭／横浜ノース・ドックをはじめとした合意施

設以外の施設・区域の返還促進 

２ 跡地利用の具体化に向けた支援等 

 (1)  国事業の実施や本市事業に対する国の全面的な協力 

 (2)  国有地の無償利用など、地元及び市の意向の尊重 

 (3) 土壌汚染対策・工作物処理等の迅速かつ適切な対処 

３ 米軍施設及び返還施設周辺の生活環境の維持向上 

 (1)  上瀬谷通信施設における環状４号線整備に向けた国の

協力 

 (2)  根岸住宅地区に囲まれた日本人居住者への適切な対応 

(3)  災害や感染症発生等への適切な対応と情報提供の徹底 

 (4)  市民生活の安全性に配慮した防犯・防火対策の徹底 

４ 池子住宅等建設に関する地元要望の最大限の尊重 

 (1)  自然環境の保全、施設周辺の生活環境の維持・向上 

 (2)  地元をはじめ市民への適時・適切な説明と情報提供 

 (3) 地元要望を尊重した適切なプロセス・手続の確保 

 (4)  飛び地の利用、道路整備等地域まちづくりへの協力 
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小柴水域   ４２ha 

・ 返還施設の管理については、市民生活の安全性に配慮した防犯・防火対策

など適切な措置を講じることが必要です。 

・ 今後返還される施設についても土壌汚染や残存工作物等の状況を調査し、

その結果を踏まえ適切な措置を講じることが必要です。 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

鶴見貯油施設

提案の担当／政策局基地対策課長 佐藤 康博 ℡ 045-671-2057 

瑞穂ふ頭/
横浜ノース･ドック  土地５２ha  水域１１ha 
   国有(８１％)      ４３ha 根岸住宅地区   ４３ha 

 国有(６４％)  ２７ha 

池子住宅地区及び海軍 
 補助施設(横浜市域) ３７ha  
国有(９９％)     ３６ha 

深 谷 通 信 所   ７７ha 
 国有(１００％)  ７７ha 

全部返還 

住宅等の建設 
一部返還（1ha） 

全部返還 

・米軍が常駐していません。 

・施設内通行の安全性確保のため、防犯

灯の増設が急務となっています。 

・米軍が常駐していません。 

・周辺の道路混雑が著しく、住民生活及

び事業活動が阻害されています。 

・米軍管理地に囲まれた土地に日本人

世帯が居住し、日常生活上の様々な制

約を受けています。 

上瀬谷通信施設 ２４２ha 
 国有(４５％) １１０ha 

全部返還 

・次の 50 年に向けて海を抱く豊かな都市空間

「海(うみの)都(みやこ)」にすることを目指し、都

心臨海部・インナーハーバー整備構想の対象

エリアとして検討を進めています。 

○横浜市内米軍施設・区域 
    内は日米合意内容

・住宅等建設については、22 年 9 月の日米合同委

員会において住宅建設戸数を約 700 戸から当面

の措置として、根岸住宅地区の移設分として約

400 戸を建設することが合意されています。 
・海底送油管等の工作物は撤去されています。

・水域の利用実態が見られません。 

・本市が都市公園整備を進めていくため、引き

続き、土壌汚染対策や残存工作物等につい

て適切な措置を講じることが必要です。 

・本市が策定した跡地利用基本計画に

基づき、具体化に向けて国の協力が必

要です。 

旧富岡倉庫地区   ３ha 
 国有(１００％)   ３ha 

２１年５月返還 

１７年１２月返還

旧小柴貯油施設  ５３ha 
 国有(９７％)  ５１ha 
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生活保護制度の抜本的な見直しの実施     

（厚生労働省） 
 

【提案内容】 

【提案の背景】  

・ 被保護世帯が急増する中、高齢者世帯は被保護世帯の５割弱を占めており、

今後も増加することが見込まれています。高齢者世帯は経済的自立の可能性

が低く、自立助長を目的の一つとする生活保護制度が結果として年金制度を

補完する役割を担うこととなっています。そこで、高齢者世帯の増加に対応

した新たな社会保障制度の創設を要望します。 

・ また、生活保護制度が市民から信頼を得ていくためにも、金融機関等に対

する調査権限の拡大や、不正受給の返還金について保護費から差し引いて

の支給ができるようにするなど、法改正が必要です。 

・ 住宅手当等の低所得者層等に対する第二のセーフティネット施策について

は、生活保護への移行を防止する制度として、体系を整理した上で、恒久

的な制度としていく必要があります。また、ホームレス対策においても国

の責任で施策・財源の両面で必要な措置を講じることを要望します。 

 

 

 

 

１ 65歳以上の高齢者に対する、新たな社会保障制度の創設 

２ 市民から信頼される制度とするため、不正を許さない制度

への転換 

３ 生活保護に至る前の低所得者層及びホームレスに対する

支援策の構築 
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 提案の担当／健康福祉局生活福祉部保護課長     巻口 徹  ℡ 045-671-2367 

        健康福祉局生活福祉部援護対策担当課長 中島 隆雄 ℡ 045-671-2425 

新たなセーフティネットのイメージ

稼

働

世
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要
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者

要
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護
者

保
護
移
行
防
止
制
度

生
活
保
護
制
度

高
齢
者
対
象
制
度

自
立

就労

就労

傷病・障害などによる就労困難世帯には、保護適用

所得および資産が一定額未満の生活困窮にある高
齢者世帯

○資産活用を徹底し、保護費に充当

○基本的には金銭給付に徹し、ケアは既存の高齢者
施策等の見守りで対応

相談段階や住宅手当制度等に

おける就労支援

住宅費や生活費の支給金など
による経済支援

就労支援プログラムの適用
・就労支援専門員による支援
・「生活保護受給者就労支援
事業」の利用
・無料職業紹介事業の活用
・公共職業訓練等

低
収

入
保
護

自
立
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国民健康保険制度改革における抜本的な見直しの

実施（厚生労働省） 
【提案内容】 

国民健康保険制度のあり方と調整交付金の算定方法の見直し 

【提案の背景】 

・ 市町村国保は、高齢化に伴う医療費の増加、低い所得水準及び景気の低

迷による保険料収入の伸び悩み等、構造的に脆弱な財政基盤を抱え非常

に厳しい財政状況に陥っています。 

・ 横浜市においても、国保の抱える構造的問題に加え、医療費の増加等に

伴い、その不足分を一般会計からの繰入と被保険者への保険料負担で補

ってきましたが、一般会計からの繰入は年々増加し、被保険者の負担も

限界にきています。 

・また、本市は制度発足以来医療分の普通調整交付金の交付を受けていま

せんが、その要因は、算出方法にあります。被保険者の所得水準を反映

する理論上の収入と実際の医療費に基づいて算出されるため、医療費の

適正化に努める保険者ほど、交付に当たり不利になる仕組みとなってい

ます。 

・ 現在、国において「社会保障と税の一体改革」の検討が行われています

が、市町村国保のあり方や調整交付金の算定方法の抜本的な見直しを図

り、医療費の適正化推進にインセンティブが働く仕組みへの見直しを要

望します。 
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◆医療給付費分

－

◆後期高齢者支援分

－

◆介護納付金分

－

＊本市被保険者の所得を基に全国一律の料
率で徴収すべき保険料を算出

＊医療費実績等から算出

調整対象収入額
（介護２号被保険者が納

付すべき額）

＝

［一律単価（地域差なし）］
21,090,129千円

（後期高齢者支援金とし

て納付すべき額）

（　交　付　）

普通調整交付金額
368,830千円

（　交　付　）

（理論上の横浜市保

険料収入額）

20,314,384千円

調整対象需要額

（医療費等、保険料とし

て確保すべき額）

64,903,464千円 67,184,657千円

調整対象需要額

＝ 普通調整交付金額
△2,281,193千円

（理論上の横浜市保

険料収入額）

超過額

調整対象収入額

普通調整交付金額
775,745千円

不足額 ＝

［一律単価（地域差なし）］

［実際の医療費（地域差あり）］

（理論上の横浜市保
険料収入額）

8,420,660千円 8,051,830千円

不足額
調整対象需要額

調整対象収入額

不交付

○国モデル

●横浜市（平成22年度予算：1284.9億円）

→

療養給付費等負担金
(34%)
436.9

県

調交

(7%)

89.9

←県→国←

保　　　険　　　料
(53.5%)
687.4

市費
(5.5%)

70.7

→← 市

［平成22年度］

← 市 → → ←県→

保　　　険　　　料
(50%)

国調交
(9%)

← 国

県
調交

(7%)

療養給付費等負担金
(34%)

例年、国から医療分の調整交付金が交付されないので、
保険料で３．５％を負担し市費５．５％を繰り入れて９％を
補っています。

医療給付費分の財源構成（国モデルとの比較） 

 

 

 

 

 

 

 

調整交付金の算出方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案の担当／健康福祉局生活福祉部保険年金課長 松浦 淳 ℡ 045-671-2421 
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介護保険制度に係る改善（厚生労働省）       
 

【提案内容】 

【提案の背景】  

・ 介護人材確保を図るための介護職員処遇改善交付金を平成 23 年度末に

廃止し、第５期（24年度～26年度）の介護報酬に上乗せすることは保険

料の急激な上昇を招くほか、利用者負担にも影響するため、当該交付金

については、対象者を介護職員から介護従事者に拡大した上で、第５期

においても継続して実施することを要望します。 

・ また、第４期介護報酬改定において地域区分の見直しが行われましたが、

都市部における実情を十分に反映したものにはなっていません。 

・ 横浜市内の、賃金や物価水準等は東京特別区と同程度であり、介護報酬

についても地域の実情を十分に反映した見直しが必要です。 

・ 特別養護老人ホームについては、本市は個室ユニットの整備を積極的に

進めていますが、低所得者にとっては居住費の負担が重く入居しづらい

との声があり、整備と合わせて低所得者に対する対策が必要です。 

・ また、グループホーム入居者については、補足給付の対象外となってお

り、利用者負担の軽減がなされていない状況にあります。 

・ 国において低所得者への居住費等の負担軽減策の拡大を要望します。 

 

 

１ 第５期介護報酬改定に向けた介護職員処遇改善交付金の

拡大、継続及び地域区分の見直し 

２ 低所得者に対する居住費等負担軽減策の拡大 

(1) 特別養護老人ホームの個室ユニットの補足給付の拡大

(2) グループホーム入居者への利用者負担軽減又は家賃

助成の導入 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

○ 助成内容  
グループホームの利用者負担分（10％）を５％に軽減し、その差額分を助成します。  
※ 21 年 10 月から実施〈継続〉 

○ 対象要件  
・市民税非課税世帯 
・収入基準（単身世帯で１５０万円以下） 
・資産基準（単身世帯で３５０万円以下、居住用以外の不動産を所有しない） 
・税法上の被扶養者でないこと 
・３か月以上、横浜市に居住していること 
・横浜市内のグループホームを利用していること 

 
※ 施設居住費助成及びグループホーム助成については、国の補足給付費の対象となって 
いない部分での低所得者の負担を軽減するため、本市独自に実施しているものです。 

＜介護職員処遇改善交付金の継続＞ 

※ ③ ⇒ 第３段階部分…22年 10月から実施〈継続〉 
※ ①、② ⇒ 第１・２段階部分 

…23年 10月から実施〈拡充〉 

提案の担当／健康福祉局高齢健康福祉部介護保険課長 竹田 良雄 ℡ 045-671-4250 

＜横浜市独自の施設居住費助成＞ 

＜横浜市独自のグループホーム助成＞ 

1万円 5万円

4万円

0.5万円 0.5万円

第４段階第１段階 第３段階

２万円
2.5万円

２万円

3.5万円3.5万円

1万円

第２段階

2.5万円

　非課税世帯
・第2段階以外

課税世帯

補足給付

自己負担額

　非課税世帯
・年収80万円
　以下

①

非課税世帯かつ
老齢福祉年金受給者

生活保護

     　 〈 市独自 〉施 設 居 住 費 助 成 で の 助 成 部 分
《◆第1､第2段階 ⇒ 月額5千円程度 ◆第3段階 ⇒ 月額1万円程度 》

③②

国の
補足給付費
認定基準

基準費用額
月額6万円

＜施設居住費助成＞ 横浜市独自 
（単身世帯の例） 
○ 対象要件 

・国の補足給付費の認定基準による認定 

（負担額限度額認定）を受けていること 

・市民税非課税世帯であること 

・税法上の被扶養者でないこと 

・資産基準（３５０万円以下で、 

居住用の不動産を所有しない） 

・生活保護を受けていないこと 

・収入基準（横浜市独自の段階設定） 

①、②…国の補足給付費の認定基準による 

認定が第１、第２段階であり、 

年収５０万円以下） 

③………国の補足給付費の認定基準による 

認定が第３段階であり、 

年収 150 万円以下） 

第４期保険料（横浜市の場合）

21年度 － 23年度 24年度 － 26年度 24年度 － 26年度

介護職員処遇改善交付金が
介護報酬に転換された場合の増

介護従事者処遇改善臨時特例
交付金による軽減

要介護者の自然増等

第５期保険料の想定

介護従事者処遇改善臨時特例
交付金廃止による増

今回の本市の提案

要介護者の自然増等

介護従事者処遇改善臨時特例
交付金廃止による増第４期

改定分

介護職員処遇改善交付金
国費による対応

介護職員処遇改善交付金
国費による対応

保険料水準
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京浜臨海部におけるライフサイエンス分野の

国際競争拠点の形成（経済産業省） 

【提案内容】 

【提案の背景】  

・ 京浜臨海部は、理化学研究所をはじめとして、周辺も含め優れた研究  

機関や大学、ベンチャー企業等が多数立地しています。こうした強みを

生かして、先端的な医療として注目される再生医療の推進、急速な高齢化

に伴い増加するがんや生活習慣病に有用な医薬品や医療機器開発の加速

などを進めるため、京浜臨海部におけるライフサイエンス分野の国際競

争拠点の形成を目指し、神奈川県、川崎市とともに、国際戦略総合特区

として提案を予定しており、特区提案に必要な事業実施主体、経済団体、

金融機関等で構成される地域協議会を平成23年３月９日に設置しました。 

・ 当地域に立地する木原記念横浜生命科学振興財団では、全国のベンチャ

ー企業、研究機関等のバイオ医薬品創薬を支援する「横浜バイオ医薬品研

究開発センター」を整備し、本施設を核とした製薬企業や大学、研究機

関などとの連携体制を構築する必要があります。 

・ 横浜市立大学では、「先端医科学研究センター」の建設に本年度より着手

し、基礎医学の研究成果を臨床応用させる研究体制の構築を進めています。 

・ また、高度な放射線治療の提供に向けて研究開発（ホウ素中性子線捕捉

療法：ＢＮＣＴ）を推進し、放射線療法に関して国内技術開発のための

拠点となることを目指します。 

・ さらに、市内ＩＴ企業や中小製造業等が、健康・医療分野への参入を促進

する取組を進める横浜医工連携プロジェクトを推進する必要があります。 

京浜臨海部におけるライフサイエンス分野の国際競争拠点

形成の取組に対する事業費の確保などの支援 
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・ このような、京浜臨海部におけるライフサイエンス分野の国際競争拠点

形成の取組に対する事業費の確保などの支援を要望します。 

 

【拠点形成に向けた取組】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
提案の担当／ 経済局成長戦略推進部新産業振興課長 立石 建  ℡045-671-2574 

政策局大学調整課長         渡邊 孝之 ℡045-671-4271 

横浜バイオ医薬品研究開発センター(YBIRD)の整備 
（23 年 3 月竣工）  
 
■実施主体： 木原記念横浜生命科学振興財団   
■実施概要： ・研究段階にあるタンパク質の創薬シーズを 

実用化につなげるための共同研究開発  
       ・組換えタンパク質やペプチド等のバイオ 

新薬やバイオ医薬品の治験原薬をＧＭＰ 
基準により受託製造  

       ・タンパク質生産技術やＧＭＰ基準に関する 
教育訓練  

■ポイント： 抗体医薬などのバイオ医薬品創薬の活性化に寄与      

先端医科学研究センターの整備 
（23 年度着工）  
 
■実施主体： ・横浜市立大学先端医科学研究センター  
       ・横浜市  
■実施概要：  ・がんや生活習慣病、免疫アレルギーなどの 

疾患克服に向け、開発型から臨床研究までを 
実施  

       ・企業との共同研究や第Ⅰ相治験を実施する 
スペースを有し、産業化に向けた取組を 
推進  

■ポイント： 隣接する基礎・臨床研究棟、附属病院を橋渡しする機能を有することで、 
一気通貫した体制が可能  

ホウ素中性子線捕捉療法（ＢＮＣＴ）の研究 
 
■実施主体： ・横浜市立大学附属病院   
       ・国立がん研究センターなどとの連携を予定 
■実施概要： ・ＢＮＣＴの先行技術開発、臨床プロトコル 

開発  
       ・近隣の放射線治療施設との連携による技術 

の共有 
■ポイント： 高度放射線治療の提供が可能  

※横浜バイオ産業センター（YBIC）内に整備
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国際コンテナ戦略港湾である横浜港の国際競争力強化

と幹線道路網の整備の推進（国土交通省） 
【提案内容】 

１ 国際コンテナ戦略港湾である横浜港の国際競争力強化 

に向けた重点的な施策展開の推進 

(1) 国費負担率の更なる引き上げとその対象施設を航路・

泊地の浚渫や南本牧ふ頭連絡臨港道路に拡大 

(2) 港湾運営主体の財政基盤の強化を図るため、税制優遇

措置や荷役機械（ガントリークレーン）の整備に係る

補助制度の創設 

(3) 国際基幹航路の維持・拡大に向けて、貨物集荷力強化

を図り、横浜港への貨物集約を促進するため、内航

フィーダーや鉄道等の料金競争力強化に関する施策

の拡大 

(4) 港湾における温暖化対策として、ｅ－ＲＴＧ（電気式

トランスファークレーン）、ＬＥＤ照明などの導入の

促進、補助制度の創設 

【提案の背景】 

・ 横浜港をはじめとする京浜港は更なる「選択と集中」により我が国港湾の

競争力強化を目指す「国際コンテナ戦略港湾」として昨年８月選定を受け

ました。 

・ 本市はこの使命を果たすべく、「釜山港等に対峙する国際拠点港湾の実現」

等の政策目標を掲げ、様々な取組を進めています。しかし、釜山港等のア

ジア主要港に競合していくためには、これまで以上に戦略港湾に集中的に

国費を投入し、先進的な港湾施設等の早期整備や、戦略港湾に貨物を集約

するための国内輸送ネットワークの競争力強化など、重点的な施策を強力

に推進していかなければなりません。 
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・ 国土交通省においては、港湾法等の改正や平成 23 年度政府予算における事

業費の重点配分などの集中的な施策の展開をされていますが、東アジアの

ハブポートとして生き残っていくためには、横浜港の国際競争力強化に向

けたより一層の重点的な施策展開が不可欠です。 

・ さらに、3月 11 日に発生した東日本大震災によって、東北地方は甚大な被

害を受け、東日本の輸出入貨物の物流体系再構築が喫緊の課題となってい

ます。このため、震災復興を促進する観点からも、同地方と横浜港を結ぶ、

陸路・鉄道など国内輸送ネットワークの一層の競争力強化に向けた支援も

必要です。 

 

※ 当地域については、国際戦略総合特区へも「京浜港国際コンテナ戦略港湾」として提案

を予定しており、更なる規制緩和や支援制度を効果的に活用することにより、国際競争力

の強化を図っていきます。 

 

※ 直轄事業費負担金制度については、これまでも指定都市市長会などを通して地方分権の

観点から迅速な見直しを求めています。 

 

 
 

提案の担当／港湾局港湾経営部戦略港湾担当課長 大濱 宏之 ℡ 045-671-2873 

      港湾局港湾整備部企画調整課長   中野 裕也 ℡ 045-671-2877 
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【提案の背景】  

・ 国際コンテナ戦略港湾である「京浜港」で取り扱われるコンテナ貨物の約９

割は、道路輸送に頼っており、国内集荷力の強化を図るためには、高速道路

を中心とした広域的な道路ネットワークの整備が重要です。 

・ また、災害時においても、支援物資や人員を迅速に輸送する経路の確保が重

要であり、輸送路の軸となるダブルネットワークの確保が必要です。 

・ しかし、「京浜港」や国際ハブ空港を目指す「羽田空港」と「東名高速道路」

をつなぐ自動車専用道路は全国一位の交通量(17 万台/日)である保土ケ谷バ

イパスのみであり、慢性的な渋滞が生じています。 

・ このため、保土ケ谷バイパスに集中する交通の迂回機能を持ち、首都圏や全

国の各地から効率的に「人」や「もの」を運ぶ横浜環状道路の整備を推進す

ることが不可欠です。 

・ 既に事業中の横浜環状南線、横浜湘南道路(ともに国道 468 号)は、圏央道の一

部を構成しています。圏央道の神奈川県央地区では「さがみ縦貫道路」が平

成 24 年度を目途に整備を進めており、完成間近の区間に遅れることがないよ

う、圏央道全体の早期完成を見通した事業費の確保が必要です。 

・ また、22 年度に都市計画決定された横浜環状北西線の早期事業化及び本線ト

ンネル工事を進めている横浜環状北線の早期完成など、「京浜港」や「羽田空

港」と「東名高速道路」と直結することが急務です。 

・ さらに、高速道路整備に併せ、交通渋滞解消や物流の効率化などによる都市

活動の活性化のため、一般国道 357 号等の国直轄事業を推進することが必要

です。 

２ 京浜港や羽田空港の国際競争力向上に向け、平時にも災害時

にも輸送経路として必要な横浜環状道路（南線、北線、北西

線）を中心とした高速道路網等の整備の推進 

 (1) 首都圏中央連絡自動車道（圏央道）の一部である横浜

環状南線・横浜湘南道路の整備推進 

(2) 横浜環状北線の早期完成 

(3) 横浜環状北西線の早期事業化と整備可能な方策の実施 

(4) 一般国道 357 号等の国直轄事業の推進 
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（横浜環状道路 

西側区間）

釜利谷 JCT 

栄 JCT 

戸塚 IC

藤沢 IC 

西久保 JCT 

第三京浜 

海老名 IC 

海老名 JCT

東名高速

中 央 道

圏 央 道 

横浜横須賀道路 

横浜町田 IC 港北 IC 
生麦 JCT 

第二東海自動車道 

小田原厚木道路 

横浜青葉 IC

横浜環状南線 

横浜湘南道路 

横浜環状北線 

横浜環状北西線 

 横
浜
新
道
 

 
保
土
ヶ
谷
バ
イ
パ
ス
 

高 速 道 路 網 図

事 業 中 

計 画 中 

調 査 中 

凡   例 

一般国道３５７号 

H23.3.15 都市計画決定 

提案の担当／道路局計画調整部企画課長        秋山 禎治 ℡ 045-671-2746 

        道路局横浜環状道路調整部事業調整課長  葛西  隆 ℡ 045-671-3985 
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羽田空港の更なる国際化の推進（国土交通省）    
 

【提案内容】 

【提案の背景】  

・ 首都圏におけるビジネス、観光・ＭＩＣＥ等に対する国際航空需要のポ

テンシャルを踏まえ、現在、国内・国際線の配分が決定していない昼間

の発着枠(年間 2.7 万回）を更に国際旅客定期便へ配分することを要望

します。 

・ 横浜市は「国際線機能の充実」等を大前提として、再拡張事業への資金

協力を行ってきました。昼間時間帯の国際旅客定期便については、国土

交通省の成長戦略会議で示された、ＡＳＥＡＮや欧米への就航を積極的

に推進することを要望します。 

・ 将来的な首都圏空港の更なる容量拡大、機能強化は推進すべきですが、

地方自治体に負担を強いることのないよう国の負担と責任において 

実施することと、関係自治体の意見の十分な反映を要望します。 

・ 首都高速湾岸線(横浜市内～羽田空港)料金割引社会実験については、距

離別料金制移行までは継続実施される見込みですが、移行後も国の責任

において、利用しやすく分かりやすい料金体系の実現を要望します。 

１ 羽田空港の国際ハブ空港化を進めるため、国際旅客定期便

  への更なる増枠を実施 

２ 発着枠の増加・就航路線の決定について、資金協力の経 

緯を踏まえた、関係自治体の意見の十分な反映 

３ 将来的な首都圏空港の更なる容量拡大・機能強化について

  国の負担と責任における実施と、関係自治体の意見の十分

な反映 

４ 首都高速湾岸線（横浜市内～羽田空港）の通行料金につい

て、距離別料金制移行後も国の責任において利用しやすい

料金の実現に向けた措置の実施 
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提案の担当／政策局政策部政策課担当課長 鵜澤 聡明 ℡ 045-671-4202 

 内際種別 

2010.10 時点 

(Ｄ滑走路供用開始)

最終形（2013年度）

（成長戦略会議） 

 

将来 

便 （万回） 便 （万回）

昼間時間帯 

（６～２３時） 

国内線 ４１３ （30.1） ４３５ （32.0）   

国際線 ４０ （ 3.0） ８０ （ 6.0）

未定 － （ - ） ３７ （ 2.7）

深夜・早朝時間帯 

（２２～７時） 

国内線 ０ （ 0.0） ０ （ 0.0）

国際線 ４０ （ 3.0） ４０ （ 3.0）

発着便数（回数）計 

国内線 ４１３ （30.1） ４３５ （32.0）

国際線 ８０ （6.0） １２０ （ 9.0）

未定 － （ - ） ３７ （ 2.7）

昼間 計 ４５３ （33.1） ５５２ （40.7）

深夜・早朝 計 ４０ （ 3.0） ４０ （ 3.0）

※深夜早朝時間帯においては、別途、１万回/年（１３便/日）が国際チャーター及び国際貨物便の枠として設定されている。

更なる 

国際化 

更なる 

国際化 

■羽田空港における発着枠の推移について 

■羽田空港の国際線枠(2010.10 時点)について 

国・地域 就航都市 昼間 深夜早朝 

韓国 ソウル(金浦・仁川)・釜山・済州 １２ ４ 

中国 
北京・上海 １６ ２ 

香港 ４ ４ 

台湾 台北(松山) ８ － 

マレーシア クアラルンプール・コタキナバル － ２ 

タイ バンコク － ４ 

シンガポール シンガポール － ４ 

フランス パリ － ２ 

イギリス ロンドン － ２ 

オランダ アムステルダム － ２ 

ドイツ フランクフルト・ミュンヘン・ライプチヒ等 － ４ 

カナダ バンクーバー・トロント － ２ 

アメリカ 
サンフランシスコ・ホノルル・ロサンゼルス・

ニューヨーク・デトロイト 
－ ８ 

便数 計 ４０ ４０ 

昼間時間帯に 

ＡＳＥＡＮ、 

更には世界各地へ

首都圏空港 

の更なる 

容量拡大 

機能強化 

国の負担 

と責任で 

■首都高速道路距離別料金の試算例について 

区間 距離 
現行 

料金 
新料金

【１号羽田線】 

羽田 
保土ヶ谷 

18km 700 円 700円

みなとみらい 

【湾岸線】 

空港

中央 

大黒ふ頭 17km 
700 円 

(※) 

700 円

みなとみらい 25km 
900 円

幸浦・狩場 33・34km 

(※)首都高速湾岸線(横浜市内～羽田空港)料金割引社会実験 

  （(普通車)900円→700円：料金格差是正） ・値上げ 

・料金格差 

値上げ区間 

保土ヶ谷 

空港中央 

羽田 

狩場 

みなとみらい 大黒ふ頭 

幸浦 
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緑の総量の維持・向上に向けた一層の制度拡充

（国土交通省） 
 
【提案内容】 

【提案の背景】  

・ 横浜市では、緑の減少に歯止めをかけ、緑豊かな都市環境を保全・創造してい

くため、「樹林地を守る」「農地を守る」「緑をつくる」を３つの施策を柱とした  

「横浜みどりアップ計画」の推進に取り組んでいます。 

・ 本市においては緑の多くが民有地であることから、民有地の緑に対する施策を

大幅に拡充し、そのための安定的な財源として平成21年度から「横浜みどり税」

を導入し、独自に市民に負担を求めています。 

・ これに加え、新たに固定資産税等の軽減制度を創設するなど、緑化の推進のた

め、市として可能な限りの様々な取組を進めています。 

・ 都市部における緑地保全・緑化をさらに推進するため、国においても相続税物

納制度の要件緩和及び物納された国有財産の取扱いの見直し、緑地保全に係る

税制上の負担軽減措置の創設・拡充、商業系用途地域内への緑化率規定適用な

ど、支援策の拡充を図ることを提案します。 

 

 

 

 

 

 

 

「横浜みどりアップ計画」を着実に推進するための支援策拡充

１ 相続税物納制度の要件緩和及び物納された国有財産の

取扱いの見直し 

２ 緑地保全に係る税制上の負担軽減措置の創設・拡充 

３ 商業系用途地域内の建築物についても緑化地域制度の緑化

率の規定を適用できるよう、都市緑地法を改正 
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■ 商業系用途地域内の建築確認件数及び面積 

   件数：約 200 件／建築敷地面積 約 140ｈａ 

  （敷地面積 500 ㎡以上：平成 17～19 年度） 

 緑化率 根 拠 

住居系用途地域 10％ 都市緑地法、条例 

商業系用途地域 ５％ 条例（開発協議） 

工業系用途地域 13～25％ 工場立地法、条例 

提案の担当／環境創造局みどりアップ推進部みどりアップ推進課長 中村 伸明 ℡ 045-671-2811

現 状 ＆ 提 案 

１ 相続税法上、金銭で納付することが原則であるため、相続した緑地が相続税支払い
のため、売却されてしまう可能性があります。 

提案 ① 相続税の納税対象に緑地が含まれる場合は、物納可能となる要件緩和
② 国有財産の買取を希望する自治体へ物納財産の１／３を無償貸付する優

遇措置の復活 

２ 緑地を相続等した場合、土地評価の控除はあるものの、税負担が大きな課題となってい

ます。 

提案 
① 都市緑地法及び首都圏近郊緑地保全法において定められる緑地を相続

した場合の相続税の負担軽減措置の創設、借地公園として 10 年以上利
用された土地を相続した場合の負担軽減措置の拡充、都市緑地法及び首
都圏近郊緑地保全法に基づく特別緑地保全地区の公有地化について譲渡
所得の特別控除額の引上げ 

② 事業用資産である土地同士を交換した場合は、譲渡所得の課税の特例が
認められている（租税特別措置法第 37 条から第 37 条の４）。緑地の保
全のための必要な山林と宅地等の交換にあたっては、事業用資産でなく
てもこの課税の特例の適用が可能となるよう制度を見直し 

３ 都市緑地法の規定で、地域による適用除外の規定があるため、特に緑が不足してい
る商業系用途地域での緑化推進が効果的に進められません。 

提案 ① 商業系用途地域内の建築物の大半を占める、建ぺい率の限度が８／10
とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物について
も、緑化地域制度における緑化率の規定を適用できるよう、都市緑地
法を改正 

５％の緑化率で、 

約７ｈａの緑化推進が

確実に担保 

緑をつくる 

◆ 緑地を保有するには、相続時における相続税の負担が 

最大の課題 （樹林地所有者へのアンケートから） 

◆ 都市緑地法の規定により、特に緑が不足している商業系 

用途地域において、緑化地域制度を効果的に活用できない

法による規制が必要 

仮に法律に

よる規制が

あれば・・

「横浜みどりアップ計画」推進にあたっての課題等

樹林地を守る 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜市 政策局 大都市制度推進室 大都市制度推進課 
〒231-0017 横浜市中区港町１－１ 

℡ 045－671－4239 

こ の 提 案 ・ 要 望 書 は 下 記 の ホ ー ム ペ ー ジ ア ド レ ス で ご 覧 に な れ ま す 。

http://www.city.yokohama.lg.jp/seisaku/daitoshi/bunken/teianyoubou/ 
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